
傭
船
契
約
の
任
意
告
知
に
伴
う
空
荷
運
賃
制
度

村

田

治

美

一
．
は
　
し
　
が
　
き

海
運
運
賃
苗
現
の
景
況
は
諸
種
の
事
情
に
応
じ
て
変
動
す
る
C
＝
璽
鮎
で
も
世
界
の
海
運
苗
況
空
九
五
三
年
朝
鮮
事
変
の
終
末
以
来
下

帯
を
続
け
た
が
、
「
九
五
四
年
宴
現
以
降
圧
撥
に
転
じ
遂
次
、
好
調
を
回
捜
し
っ
1
あ
る
。
雑
誌
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
に
よ
れ
ば
、
運
賃
苗

況
好
転
の
原
因
は
一
九
五
四
年
に
炊
洲
の
窪
済
複
興
が
推
ん
写
こ
と
豊
h
t
L
、
ま
た
同
年
欧
洲
大
陸
・
英
国
。
印
度
等
の
張
物
不
作
及

び
石
炭
不
星
を
従
と
し
て
荷
票
清
流
に
長
つ
た
了
と
に
塞
く
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
運
賃
描
況
の
変
動
・
鵬
箔
の
際
に
既
約
の
情

雲
的
（
二
股
に
は
運
送
契
約
と
云
う
べ
き
で
あ
る
が
、
主
題
の
関
係
で
傭
船
契
約
だ
け
に
つ
い
て
君
え
る
。
以
下
同
じ
）
に
定
め
る
運

賃
（
値
頂
利
の
こ
と
C
以
下
同
じ
）
で
出
船
契
約
を
柄
行
し
た
の
で
は
値
船
者
叉
は
運
送
人
の
何
れ
か
に
と
っ
て
不
利
益
で
あ
る
。
そ
こ

で
何
れ
か
の
側
の
当
雄
者
は
自
己
に
不
利
な
値
侶
契
柊
を
破
葉
し
て
有
利
な
別
口
の
傭
船
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
望
み
、
逆
に
相
手
方

台
る
当
高
音
は
自
己
に
有
型
論
約
の
腑
椚
契
約
を
維
持
。
層
行
す
る
こ
と
を
欲
す
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
隋
船
契
約
を
終
了
せ
し
め
る

「
損
叫
芸
法
上
し
て
は
、
尺
机
上
の
原
則
に
従
い
無
能
力
充
た
は
音
思
表
示
の
票
五
原
因
と
す
る
敢
清
や
無
効
の
主
聖
L
か
、
債
務

不
履
行
に
塞
く
契
約
浩
知
の
方
法
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
方
法
は
、
そ
の
要
件
か
ら
云
う
て
運
賃
描
況
の
変
動
の
際
に
利
用
で
き
な
い
。

描
祝
の
亦
崩
に
応
じ
契
約
を
終
了
せ
し
め
、
も
っ
て
雄
視
変
動
に
対
処
し
う
る
方
法
と
し
て
は
商
法
第
七
四
五
条
に
規
定
す
る
発
眈
前
の

任
意
語
知
の
制
庇
が
あ
る
C
す
な
わ
ち
傭
描
者
（
全
部
傭
船
者
の
こ
と
C
以
下
同
じ
）
＝
は
運
賃
苗
況
が
下
落
期
に
あ
る
と
き
は
既
約
の
高

値
の
傭
船
契
約
盈
＝
知
し
て
別
に
安
値
の
傭
船
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
同
条
に
よ
れ
ば
、
傭
船
者
が
既
約
の
傭
船
契
約

盈
H
知
す
る
に
は
約
定
運
賃
の
斗
獅
（
相
し
往
技
航
海
及
び
結
合
航
海
の
場
合
は
約
定
運
賃
の
三
分
の
二
。
以
下
同
じ
）
に
当
る
空
荷
運

傭
船
契
約
の
任
意
告
知
に
伴
う
空
荷
週
賃
制
度

二
五
三



川
川
い
い
と
桁
前

二
五
日

ぼ
(
情
的
川
口
・
山
信
政
迎
貸
・
空
運
賃

-
E口
広
門
知
の
官
十
句
。
庄
内
円

R
Z
W
H広
告
伺

ωロ
円

ωの
EU
同
ω
ロ
M
H円
o
y
q
h
百
円
九
円

O
Y
P
5
0
色
。
同
門
ぬ
け
)
‘

のいえ

H
h
A院
な
れ
う
か
ら
、
傭
始
者
は
損
益
主
計
算
し
、
そ
の
結
果
的
給
契
約
を
版
行
す
る
か
或
は
台
知
す
る
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
次
い
n

従
っ
て
こ
の
限
り
に
於
て
は
傭
船
者
の
投
機
行
為
は
抑
制
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
向
且
つ
、
よ
り
大
ざ
い
利
益
を
追
求
す
る
自
由

が
あ
る
と
バ
ム
立
味
に
於
て
投
機
行
為
の
余
地
が
存
在
す
る
口
し
か
る
に
運
送
人
に
対
し
て
は
任
立
告
知
椛
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か

ら
、
出
法
人
は
作
一
丘
一
市
泌
の
上
一
井
期
に
際
し
既
約
の
間
胎
契
約
を
告
知
し
て
別
に
高
似
の
怖
胎
契
約
を
締
結
す
る
白
山
は
汗
さ
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
円
か
く
し
て
怖
胎
者
は
怨
待
辿
貨
に
工
ク
て
抑
制
を
交
け
つ
え
も
、
迎
計
、
市
況
の
下
山
治
期
に
は
既
約
の
間
的
契
約
を
告
知
し

て
他
に
安
い
契
約
を
求
め
、
逆
に
上
一
件
期
に
は
既
約
の
契
約
に
便
乗
し
て
日
月
の
げ
は
過
を
作
つ
だ
け
で
運
賃
不
の
上
井
介
に
つ
き
利
川
付
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
運
送
人
は
、
市
況
下
沼
期
に
は
的
治
契
約
の
告
知
さ
れ
る
と
と
を
危
似
し
、
逆
に
上
作
畑
一
に
は

約
定
の
迎
竹
ー
が
、
上
州
の
一
途
を
辿
る
相
場
と
か
け
は
な
れ
る
乙
と
を
焦
慮
し
つ

L
も
、
こ
れ
に
対
処
す
ぺ
さ
松
め
千
を
山
村
一
一
口
合
、
ぜ
て
な

い
n

山
下
す
が
口
一
川
に
一
九
五
問
年
一
円
九
川
旬
以
降
注
代
市
況
が
好
調
な
続
け
て
い
る
旨
を
指
抗
し
た
所
以
は
、
荷
主
側
が
市
川
山
好
調
の
波
に
来

っ
て
利
作
す
る
い
以
川
、
辺
市
一
人
仰
は
乙
れ
に
対
す
る
方
策
に
背
広
し
て
い
る
現
今
の
事
実
在
中
し
述
べ
た
い
た
め
で
あ
っ
た
の
勿
論
小
川
上

運
送
主
の
性
格
か
ら
み
て
い
必
送
人
に
任
円
以
介
知
佐
な
ム
…
J

J

ん
る
こ
と
は
兵
当
で
な
い
か
、
わ
、
む
の
づ
か
ら
侃
胎
者
だ
け
に
任
志
台
知
位
を
与

え
る
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
る
し
、
児
に
然
ら
目
的
川
川
村
が
与
え
ら
れ
た
任
立
告
知
杭
在
行
使
し
て
相
当
初
日
皮
の
投
機
を
行
う
乙
と
は
白

木
川
将
泣
の
下
に
於
て
u
d
さ
れ
る
べ
さ
で
あ
ろ
う
n

た
ど
山
川
船
芥
が
任
江
公
知
山
刊
な
行
化
す
む
に
際
し
て
は
信
義
則
に
従
っ
て
行
使
し
な

け
れ
ば
な
ら
宇
、
運
送
人
の
以
夫
に
於
て
利
川
付
す
る
か
如
ざ
将
利
山
川
的
ぷ
任
ぷ
北
川
知
松
の
行
伎
は
汗
さ
れ
な
い
の
と
の
事
理
は
現
行
の

空
何
述
官
、
制
度
の
趣
旨
在
理
併
す
る
な
ら
ば
内
ら
川
山
な
こ
し
し
で
あ
る
口

こ
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、
山
ギ
ガ
は
木
，
M
に
於
て
乱
行
向
法
沼
七
四
一
九
条
「
任
立
告
知
に
伴
う
空
荷
辺
氏
制
度
」
の
趣
旨
を
吟
味

し
、
序
で
に
木
制
度
を
将
来
に
況
り
存
続
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
考
~
出
し
て
み
た
い
と
思
う
。
向
、
木
制
度
に
ク
、
守
て
の
我
同
の

従
米
の
文
献
し
し
し
て
は
、
小
町
谷
間
士
の
「
小
川
上
物
日
川
辺
法
契
約
の
併
除
を
諭
す
る
」

ω
が
あ
る
。

計

川

一

九

五

四

年

十

二

月

十

一

日

号

九

O
i九
一
瓦

討

問

海

商

法

研

究

第

一

巻

二

入

九

以

以

下

!j、ダ、

岡Jイ

l'主 T-
i在シ
士ド

~r 
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1
1
J
1
1
 

一
一
、
大
陸
法
系
に
於
け
る
本
一
荷
注
賃
制
度
の
本
旨

犬
山
法
系
の
悶
々
の
中
で
、
任
立
告
知
に
伴
う
空
白
述
賃
制
度
に
関
し
、
詳
細
な
規
定
を
持
つ
の
は
ド
イ
ツ
で
あ
り
、
日
本
及
び
ブ
ヲ

ヅ
ス
は
ド
イ
ツ
向
法
に
類
似
し
た
規
定
を
持
つ
の
一
九
コ
二
年
の
イ
グ
リ
プ
一
川
向
法
草
実
沼
二
六
六
条
も
、
は
じ
め
ブ
一
フ
シ
ス
海
商
法
第

二
八
八
条
三
明
と
同
様
の
規
定
を
用
意
し
て
い
た
が
、
現
行
法
は
英
米
法
に
花
近
し
て
い
る
、
と
人
で
は
ド
イ
ツ
法
に
限
定
し
て
考
察
左

前
一
め
よ
う
n

ド
イ
ツ
で
は
恰
も
ナ
チ
ス
治
下
の
一
先
三
八
年
ハ

γ
ザ
尚
等
裁
刊
所
は
出
ωロ
ω
S
は
お
宮
山
o
o
Z
ω
・
口
止
の
R
K
Z
ω
'
N包
g
n
F
Z
た

(

以

下

出

自
ω
同
の
N

と

略

す

)

の

忌

ω∞
切
-
-
Z円

-q¥日∞
m-Hω
日
止
・
に
掲
快
の
判
決
に
於
て
空
河
川
法
賃
制
度
に
つ
き
見
仰
を
表
明
し
た
。

今
り
て
の
判
決

Z
M介
し
つ
tλ

乙
れ
に
対
す
る
批
評
左
手
が
か
り
と
し
て
独
乙
向
法
の
山
佳
作
何
運
賃
制
度
の
敵
ヤ
リ
を
解
明
し
で
み
上
汽
ノ
。

(
日
沢
〈
)
悦
控
訴
人
(
被
告
)
は
一
九
三
七
年
七
日
二

O
日
一
前
外
船
舶
仲
介
小
川
市
刊
A
に
対
し
ピ
σω
口
上
り
回
日

B
g及
び

J
1
0
m
g
mの貯

へ
木
村
立
述
送
す
る
た
め
船
舶
の
ヂ
ヤ

1
ヶ

l
方
な
伏
い
、
し
、
に

n
m仙
仲
介
小
川
村
A
は
二
日
の
後
、
被
控
訴
人
に
対
し
ピ
』
げ
ω
の
討
に

作
川
小
の
佐
川
人
(
山
川
口
)
V

所
有
の
れ
一
帆
的
ブ

γ
ナ
サ
花
山
川
刊
で
机
供
し
辺
氏
(
正
叫
に
は
仰
的
判
の
乙
L
し
で
あ
る
n

竿
者
註
)
二
千

ノ
イ
ヒ
マ
ル
ク
寸
的

mM一
八
約
を
ね
ん
穴
口
し
ん
ζ

ろ
か
州
知
後
一
時
川
中
乃
五
二
昨
川
見
ら
や
の
う
ち
に
紋
控
訴
人
は
A
に
対
し
右
加
給

契
約
の
す
州
在
通
知
し
た
n

桃
山
川
一
山
人
口
七
訂
づ
ヒ
イ
マ
ル
ク
突
い
辺
氏
で
、
川
口
の
附
的
契
約
を
結
ん
だ
か
ら
で
あ
る
の
そ
と
で
控

訴
人
口
被
位
訴
人
に
対
し
独
山
川
.
九
八

O
条
に
上
り
約
定
述
内
川
一
一
の
半
相
千
ラ
イ
ヒ
マ
ル
ク
の
空
待
述
民
主
治
求
し
た
。
地
方
裁
川
所
は

控
訴
人
に
対
し
五
百
ヲ
イ
ヒ
マ
ル
ク
の
支
払
印
式
立
川

J

存
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
控
訴
人
が
控
訴
し
た
の

〈
判
官
)
控
訴
人
(
広
告
)
は
契
約
合
知
に
よ
り
何
ら
の
損
害
も
交
っ
て
い
な
い
口
蓋
し
事
実
に
徴
す
れ
ば
於
帆
船
プ
γ
ナ
号
は
木
件

附
船
契
約
の
締
結
当
時
、
他
の
契
約
の
積
荷
を
何
拐
巾
で
あ
っ
て
未
だ
本
件
契
約
の
同
刊
行
え
為
に
で
て
い
な
か
っ
た
し
、
更
に
ア
ン
ナ

号
は
別
に
、
工
り
有
利
た
術
胎
契
約
を
締
結
し
て
碇
泊
沿
を
出
沿
し
た
と
と
が
知
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
在
の
法
作
視
の
下
で
は
経
済

生
前
に
川
町
け
る
利
得
は
相
当
た
る
給
付
が
た
さ
れ
た
場
合
そ
の
給
付
に
対
し
て
の
み
是
認
せ
ら
れ
、
そ
の
利
得
だ
け
が
法
的
保
詑
に
値

い
す
る
口
依
っ
て
独
商
第
五
八

O
条
に
一
氏
う
述
貨
の
半
額
の
空
荷
運
賃
は
不
当
で
あ
り
、
治
一
容
一
通
り
五
百
ラ
イ
ヒ
マ
ル
グ
の
型
何
運

仙
船
契
約
の
任
意
告
知
に
-
伴
う
問
中
一
荷
運
賃
制
度

五
ーサー・
コ~

iss
テキストボックス



川

町

営

と

経

治

ヲt
-'-・/、

貨
の
支
払
詰
求
を
認
存
す
る
、
ム
一
一
式
う
の
が
木
件
刊
決
で
あ
る
。

ハ
ン
ザ
高
等
設
刊
所
の
判
決
に
工
れ
ば
、
本
件
の
均
九
日
は
巡
送
人
は
合
知
に
上
る
損
害
を
支
っ
て
い
な
い
か
ら
、
独
商
第
五
八

O
条
通

わ
に
約
定
注
目
の
半
相
の
州
工
作
辺
貨
を
辺
良
一
人
に
対
し
河
川
ベ
一
ふ
す
る
と
と
は
で
『
江
な
い
。
伝
淀
誠
実
の
原
則
に
従
ク
て
双
方
の
利
誌
を
術
平

に
校
荒
し
て
み
る

KAt-
百
一
ブ
イ
ヒ
マ
ル
ク
の
空
何
巡
貨
が
兵
当
だ
、
と
式
う
の
で
あ
る
。
本
件
叫
決
に
付
て
は
一
ウ
1
レ
及
ヴ
ュ
ス
デ
ン

ド
γ

ル
ブ

γ

1
、
両
者
の
判
例
批
評
が
あ
る
の
で
党
づ
ア
一
れ
ら
を
犬
之
江
川
一
し
て
み
上
う
の

(
一
)
エ
ド
ガ
1
・
ゥ
1
レ
(
岡
山
問
。
吋
口
百
平
の
批
汗

ω

ー
光
L
T
ウ
1
v
は
独
市
第
五
八

O
条
の
州
工
作
庄
内
は
の
法
的
山
川
口
川
例
刀
、
ば
川
一
vA
に
従
づ
て
法
定
的
川
公
(
山

2ω
三
…
。
『
芯
丸
山
川
t
o
N叶

P

K
F
広
宮
山
口
口
問
ω
留
日
目
。
即
勺
一
間
的
者
に
上
る
山
川
崎
約
の
任
忙
什
切
に
小
川
付
け
ら
れ
た
法
定
注
約
へ
永

(
m
2
2込
町
『

2
同

g
m忠
弘
)
で
あ

る、

L
し
す
る
口
ウ
ュ
ス
テ
ン
ド
二
ル
ブ
ァ

1ω
・
。
ハ
ヴ
ベ
、
J

ヘ
イ
ム
何
・
シ
ヤ
吋
ウ
ス
小
川
等
に
上
ク
て
も
同
慌
で
あ
る
。
空
何
運
賃
江
川
求

依
は
川
始
者
の
な
す
告
知
に

k
ク
て
法
作
の
川
火
、

H.
ぺ
作
的
に
日
独
山
五
八

O
条
の
刈
え
に
一
五
い
て
発
生
す
る
れ
は
ば
法
定
詰
求
抗
で
あ

り
、
市
一
送
行
為
の
一
刊
行
に
閲
す
る
先
約
に
山
い
て
兆
中
一
す
ら
む
の
で
沿
い
。
司
氏
穴
独
向
五
八

O
条
以
下
の
規
氾
に
基
い
て
附
始
契
約
を
告

知
す
る
印
船
守
は
法
作
に
工
つ
-
て
う
え
ら
れ
穴
刊
日
泣
け
い
州
日
丘
一
打
ば
T
る
の
で
あ
っ

J

て
、
仙
川
間
半
什
の
止
口
'
矧
は
契
約
注
反
と
は
な
ら
な
い
の

内
主
た
空
河
辺
円
以
前
求
総
は
法
作
所
氾
の
川
市
八
日
間
川
、
川
水
川
、
北
小
川
仰
い
川
一
九
八
一
条
二
町
、
五
八
二
条
二
項
、
五
八
七
条
二
号
の
各
市
川
件

の
下
に
犬
え
れ
逆
送
人
に
対
し
芯
め
ら
れ
る
川
山
内
山
川
山
水
服
止
も
、
兆
円
勺
も
の
で
あ
る
。

ウ
1
レ
は
所
以
に
ふ
白
河
辺
氏
乃
五
そ
の
山
小
品
川
仰
の
法
的
山
げ
、
仕
品
川
し
た
る
後
、
そ
れ
故
に
ハ
シ
ザ
高
等
裁
判
所
の
判
決
で
云
ふ
と
と

ろ
の
空
河
川
辺
氏
出
水
椛
の
民
地
及
び
判
に
ク
い
て
法
制
収
上
公
山
内
し
悦
い
正
一
バ
う
の
す
な
わ
ち
、
運
送
人
は
一
日
一
有
効
に
締
結
さ
れ
に
侃

給
契
約
を
維
持
、
一
犯
行
す
る
乙
と
に
利
椛
を
有
し
、
川
船
才
に
上
り
契
約
が
任
立
に
合
知
さ
れ
る
と
き
は
不
利
花
を
架
る
と
と
に
な
る
か
ら
、

告
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
仰
始
者
が
述
送
人
の
不
利
拾
を
照
的
の
方
法
で
収
補
す
る
の
が
衡
平
の
観
念
に
合
す
る
。
と
と
ろ
で
怖
給
契
約

の
維
持
日
刊
行
に
つ
い
て
の
運
送
人
の
利
誌
の
如
、
従
っ
て
契
約
告
知
が
あ
づ
た
場
合
に
運
送
人
が
菜
る
損
害
械
を
各
傭
船
契
約
毎
に
裁
判

に
工
句
界
出
止
す
る
方
法
は
煩
娩
旦
つ
不
便
で
あ
る
の
法
作
の
叩
川
一
定
一
で
以
て
平
均
的
に
そ
の
一
損
害
額
を
法
定
し
て
告
け
ば
、
具
休
的
妥
当
性
の

点
で
は
と
も
か
く
損
害
相
手
定
方
法
と
し
て
便
宜
で
あ
り
、
且
つ
法
的
安
定
住
の
点
で
侭
れ
る
口
そ
れ
故
に
独
向
五
八

O
条
一
頃
は
「
発

』γ

陣
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y 
杭
山
川
附

mM刊
は
中
一
航
海
で
あ
る
と
結
九
日
航
海
で
あ
る
止
を
川
は
L
T
、山

ALW運
賃
正
し
て
約
定
迎
行
の
半
傾
を
支
払
っ
て
契
約
の
A
H
知
を

な
す
己
と
を
件
る
」
年
、
規
定
す
る
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
ウ
1
レ
日
云
う
口
「
運
送
人
が
れ
べ
休
的
に
会
つ
-
K
川
市
内
相
が
法
定
の
空
中
川
河
村
U

、額

在
日
過
す
る
白
色
主
眼
す
る
と
止
も
、
以
対
に
術
的
汗
が
右
川
州
市
内
初
が
山
知
川
辺
位
相
に
上
り
少
制
で
わ
る
凶
け
な
主
張
す
る
と
と
も
詐
さ

れ
な
い
。
・
本
件
の
均
九
円
の
如
く
巡
山
一
人
に
人
公
然
抗
告
が
た
い
ば
か
り
か
、
却
ク
て
別
口
の
仰
山
契
約
で
利
ね
が
あ
っ
欠
勾
A
U
で
も
運
送
人

口
約
定
辺
氏
の
中
刻
を
小
平
石
…
川
辺
げ
、
y
y

し
し
て
訪
求
す
る
乙
と
が
で
な
し
お
小
山
口
勿
論
、
本
件
の
如
さ
利
川
村
は
、
稀
有
の
叫
ん
口
に
属
し
通
常
は
告

知
に
工
り
迎
送
人
は
抗
告
を
蒙
る
も
の
で
あ
る
。
本
件
は
時
あ
た
か
も
一
九
三
七
年
の
V

足
場
に
当
り
た
ま
た

41m股
市
裂
の
最
も
多
か
っ

た
時
で
あ
っ
-
て
、
契
約
告
知
が
な
さ
れ
て
も
運
送
人
は
程
な
く
別
に
同
率
主
た
は
高
率
の
運
賃
で
開
始
契
約
を
締
結
し
運
送
行
為
を
続
行

す
る
こ
止
が
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
海
辺
市
場
の
宍
日
よ
り
す
れ
ば
、
通
討
は
と
の
一
様
な
と
と
は
不
可
能
で
あ
わ
川
町
舶
の
運
航
を
休
止

す
る
の
止
む
な
き
に
至
る
の
で
あ
る
」
正
説
明
し
、
向
続
け
て
「
本
件
の
勾
命
的
郎
者
に
対
し
て
独
両
五
八

O
条
の
規
定
通
り
に
化
江
川
辺

氏
の
支
払
を
命
じ
た
と
と
ら
で
、
そ
れ
は
決
し
て
不
衡
平
な
乙
と
で
は
な
い
口
悦
う
に
、
術
的
者
は
任
意
告
知
杭
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
告
知
情
は
運
送
人
に
対
し
て
な
す
法
定
相
の
一
損
失
明
川
正
結
ぴ
付
い
て
い
る
か
ら
、
作
川
始
者
が
締
約
後
別
に
安
似
の
仲
川
恰
契
約
を
締

結
す
る
機
会
を
仰
げ
た
な
ら
ば
、
伎
は
既
約
の
術
的
犯
約
左
靴
作
、
刊
行
す
べ
な
か
、
或
は
山
川
工
何
迎
竹
一
を
支
払
づ
て
こ
れ
を
告
知
す
べ
ざ
か

な
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
そ
し
て
間
的
枠
が
円
山
~
パ
決
定
に
円
三
川
約
の
的
治
犯
約
を
合
知
す
る
行
為
に
山
た
の
で
あ
る
た
ら
ば
、

も
は
や
、
仰
仙
北
が
法
克
服
川
川
公
の
令
一
刊
を
行
刊
す
る
と
し
L

に
何
の
不
山
一
や
が
お
り
作
工
う
か
」
正
論
や
る
口

-
し
の
日
に
し
て
ウ

1
レ
ロ
法
川
釈
上
ハ
シ
ザ
い
い
川
年
北
川
所
の
刊
決
を
非
印
刷
す
る
が
、
た
ほ
同
判
決
は
法
作
政
策
的
に
も
好
ま
し
く
な
い

と
一
氏
う
わ
す
な
わ
ち
「
一
日
有
効
に
村
山
さ
れ
穴
契
約
口
同
当
市
汗
に
伏
り
と
れ
を
維
持
、
版
行
す
る
と
と
が
格
利
保
設
の
た
め
望
ま

し
い
の
と
の
立
・
刊
で
は
航
船
契
約
の
公
知
は
な
る
べ
く
制
限
す
べ
さ
で
あ
る
。
ハ
シ
ザ
高
等
裁
判
所
の
判
決
の
如
く
術
的
者
に
、
契
約
告

知
は
運
送
人
に
対
し
抗
告
を
与
へ
た
も
の
で
な
い
げ
の
抗
弁
を
汗
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
術
船
肴
の
契
約
告
知
を
頻
発
せ
し
め
る
結
果
と
な

り
若
い
て
は
担
荷
述
貸
出
求
訴
訟
を
川
加
せ
し
め
る
乙
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
商
法
は
空
荷
運
賃
の
矧
を
予
め
法
定
す
る
と
正
に
上
り
、

運
送
人
に
対
し
て
は
損
害
額
、
の
立
証
の
関
税
を
救
済
し
、
的
始
者
に
対
し
て
は
空
荷
運
賃
の
詰
求
に
対
す
る
、
可
能
な
総
て
の
、
彼
の
も

ク
ペ
き
抗
弁
を
封
殺
す
る
政
策
を
'
と
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
従
づ
て
本
件
判
決
は
法
作
政
策
上
も
妥
当
で
た
い
」
と
、
説
明
す
る
の

佑
船
契
約
の
任
意
告
知
に
伴
う

m一
荷
運
賃
制
度

二
主
七

iss
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ウ
1
レ
が
述
べ
る
空
仔
辺
白
乃
至
そ
の
訪
求
杭
の
法
的
性
伐
に
つ
い
て
日
ド
イ
げ
に
於
て
も

H
木

ω
に
於
て
も
川
一
説
・
川
一
例
の
立
場
と

同
一
で
あ
り
、
手
守
も
と
れ
な

J

正
当
〉
一
巧
え
る
。

k
y
そ
の

m山
に
つ
、
.
J
J

川
比
八
す
る
乙
L

し
は
木
怖
の
均
外
に
印
加
す
る
か
ら
↑
行
略

f
る
。
と

り
わ
け
ウ
1
レ
が
、
①
、
山
内
γ

川
刊
一
竹
、
川
刊
か
H
，
パ
休
的
存
川
へ
日
に
兆
円
必
人
の
パ
に
お
小
十
八
え
れ
の
ね
引
の
法
定
平
均
相
で
あ
る
と
と
、
及
び
@
、
従

づ
て
山
一
し
小
川
辺
町
制
度
が
い
川
一
法
人
の
会
(
つ
矢
口
{
休
的
川
中
.
け
に
つ
い
て
の
山
限

k
t江
川
紛
争
左
防
止
す
る
予
防
的
被
能
を
持
つ
乙
と
、
の
二
点
在

指
摘
し
た
の
は
、
後
で
ヴ
ュ
一
二
一
ソ
ン
ド
ー
ル
ゾ
ァ
ー
の
川
例
批
げ
の
い
川
川
JY
述
べ
る
上
う
に
正
仰
を
如
何
て
い
る
。
ハ
シ
ザ
高
等
裁
判
所
が
、

④
、
山
一
」
河
辺
住
烈
が
法
定
一
平
均
川
市
計
判
で
あ
る
点
、
及
び

ω、
小
川
川
川
竹
川
陀
が
紛
争
の
予
防
的
税
能
を
も
う
点
、
を
宥
過
し
た
と
と
に

つ
い
て
は
、
ウ

1
レ
の
批
評
に
川
政
で
お
る
n

F

t

一
の
点
に
つ
い
て
は
後
寸
も
触
れ
る
の
で
、
と
の
程
度
に
止
め
る
口

じ
か
し
竿
村
を
し
て
一
氏
わ
し
め
る
な
ら
灯
ウ
1
レ
も
布
川
い
へ
ん
仏
ポ
イ

γ
ト
在
行
過
し
た
り
そ
れ
は
本
件
の
怖
給
契
約
の
告
知
が
独
商
五

八
O
条
に
定
め
る
任
河
合
'
矧
に
訪
当
ザ
ア
、
法
刈
的
机
拠
な
欠
ぐ
の
で
川
一
一
切
'
で
あ
る
点
の
元
過
で
あ
る
。
海
運
界
の
実
際
を
見
る
に
作
川
沿

契
約
の
締
結
は
注
送
行
為
(
股
行
行
為
)
が
行
わ
れ
る
べ
さ
れ
一
十
川
以
前
に
次
さ
れ
、
即
時
に
運
送
行
為
を
必
要
と
す
る
上
う
な
怖
胎
契

約
は
稀
に
し
か
締
結
さ
れ
友
い
の
が
通
常
で
あ
る
n

そ
れ
故
、
迎
仕
の
立
定
は
契
約
時
上
り
若
干
月
後
の
、
運
送
行
為
の
予
定
時
に
於
け

る
迎
貨
市
況
を
予
測
し
て
行
わ
れ
る
。
し
か
る
に
運
賃
約
定
後
、
川
一
竹
一
市
況
の
変
動
や
侃
始
者
自
身
の
商
品
の
賀
子
又
は
売
千
と
し
て
の

主
的
の
変
化
等
の
た
め
に
、
約
定
運
賃
は
開
始
若
に
と
っ
て
不
利
に
な
る
と
と
が
岡
崎
え
で
あ
る
。
府
始
者
が
実
る
べ
き
右
の
上
う
な
不
利

誌
を
防
止
す
る
た
め

K
、
侃
始
者
に
任
官
告
知
権
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
本
件
の
告
知
が
独
自
五
八

O
条
の
告
知
に
該
当
す

る
た
め
に
は
、
術
的
契
約
締
結
後
相
当
に
時
日
が
経
過
し
た
か
、
或
は
運
賃
市
況
の
危
激
友
変
動
が
あ
ク
た
か
、
の
事
情
が
存
在
し
な
け

、r
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J れ
ば
た
ら
な
い
口
・
本
・
件
の
告
知
を
見
る
に
、
品
約
後
一
時
間
半
乃
至
二
時
間
後
に
た
占
れ
た
介
知
で
あ
り
、
十
抗
し
的
舶
仲
介
主
芥
A
が
相

当
な
花
山
凡
な
も
っ
て
前
十
ム
ん
し
た
な
ら
ば
木
件
の
如
三
両
似
の
契
約
は
締
結
さ
れ
な
か
う
た
で
あ
ら
う
n

こ
の
川
小
へ
は
仙
川
汗
に
川
ぜ
ら
る

べ
立
で
あ
る
口
し
か
る
に
附
始
者
は
締
約
後
二
時
間
も
経
過
し
な
い
う
ち
に
、
別
口
の
守
、
似
の
仙
川
辺
約
J

公
的
知
し
九
九
が
た
め
既
約
の
川
一
〈

約
在
北
川
知
し
た
も
の
で
あ
る

P

従
っ
て
飾
的
者
の
な
し
た
告
知
は
独
市
五
八

O
条
の
任
立
台
知
に
立
討
す
る
も
の
で

K
い
n

。ノl
レ
は
乙

の
点
在
宕
過
し
た
口
ハ
シ
ザ
高
等
裁
川
所
が
立
丸
山
し
で
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
が
、
木
件
介
知
を
独
山
川
八

O
条
の
北
川
知
と
し
て
取
扱
は

な
か
っ
た
こ
と
は
.
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
独
市
五
八

O
条
の
告
知
で
な
い
が
此
に
、
木
件
合
知
日
比
い
川
的
状
拠
を
欠
ざ
無
効
で
あ
る
と
判

示
す
ぺ
さ
と
こ
ろ
、
ハ
シ
ザ
高
等
裁
判
所
は
本
件
告
知
立
有
効
と
み
な
し
、
間
始
者
に
対
し
五
百
フ
イ
ヒ
マ
ル
ク
の
支
払
を
命
じ
た
こ
と

は
不
当
で
あ
る
。
而
し
て
、
私
見
の
如
く
本
件
合
知
を
無
効
と
解
す
れ
ば
、
既
約
の
侃
胎
契
約
は
依
然
有
効
だ
と
し
て
取
扱
う
か
、
さ
も

な
く
ば
迎
送
人
の
犯
訴
行
為
或
は
そ
れ
以
前
の
何
ら
か
の
行
為
を
解
約
契
約
の
承
認
と
み
な
し
、
解
約
契
約
に
よ
っ
て
既
約
の
佑
胎
契
約

が
仰
約
さ
れ
た
と
し
て
取
扱
う
か
、
何
れ
か
に
決
す
ぺ
な
と
と
に
な
る
口
そ
し
て
こ
の
両
市
什
の
取
扱
の
仰
れ
に
決
す
る
か
は
、
事
実
の
認

定
の
問
問
で
あ
ク
て
、
本
杭
の
よ
く
な
し
う
る
と
こ
ろ
で
な
い
。

川
以
後
に
、
ウ

I
レ
が
正
当
に
も
稲
川
川
し
て
い
る
よ
う
に
、
山
山
山
小
川
辺
氏
制
度
は
紛
争
乃
王
将
一
誌
の
予
防
的
民
能
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
他
く
去
で
独
内
五
八

O
条
の
介
加
に
ト
JM4
ず
ら
介
加
の
勾
介
に
行
先
さ
れ
る
の
で
あ
る
の
生
川
辺
住
制
度
の
予
防
的
的
能
は
、
独

山
.1
八
O
糸
の
山
知
に
ト
バ
引
し
な
い
介
知
に
於
け
る
川
中
一
日
照
的
の
紛
争
と
か
、
ト
一
品
は

n.(作
的
な
北
口
知
が
独
市
五
一
八

O
条
の
そ
れ
に
設
当
す

ろ
か
J
A
H

か
の
い
v
d

予
去
で
も
、
予
防
什
ん
し
し
す
る
も
の
で
次
い
。
だ
か
ら
ハ
ン
ザ
刈
等
裁
川
所
が
木
件
告
知
な
独
向
五
八

O
条
の
告
知
と
し

て
取
払
つ
で
は
ゐ
ら
や
、
土
た
そ
れ
が
正
当
で
あ
る
に
も
か
ふ
わ
ら
デ
、
ウ
1
レ
は
こ
の
点
在
者
過
し
て
.
同
放
判
所
が
山
信
仰
迎
行
一
制
度

の
予
防
的
判
的
な
爪
川
し
て
い
る
と
論
一
昨
す
る
の
は
、
正
し
く
な
い
。

円
山
小
町
谷
川
士
・
川
究
一
泊
-
竹
一
二

O
一
i
三

O
一
一
日
、
田
中
(
誠
)
問
士
・
海
商
法
捉
司
コ
一
四

O
瓦

(
二
〉
ヴ
ュ
入
テ
ン
ド
ー
ル
ブ
ァ
1
の
批
評

ω

ウ
l
レ
の
刊
例
批
評
に
巡
れ
る
こ
と
約
一
年
、
ヴ
ュ
ス
デ
ン
ド
ェ
ル
ブ
ァ
ー
が
同
じ
く
木
件
判
決
、
に
つ
い
て
批
評
を
行
い
乍
ら
、
同
時

に
ド
イ
ヅ
海
商
法
陀
於
け
る
担
荷
辺
氏
一
制
度
の
将
来
に
つ
い
て
意
見
を
発
表
し
た
n

と
え
で
は
彼
の
判
例
批
評
左
考
察
し
て
み
よ
う
口
彼

的
船
契
約
の
任
芯
行
知
に
伴
う
空
前
述
賃
制
度

二
五
九

iss
テキストボックス



経

告

と

経

済

二
六

O

が
本
件
判
決
K
反
対
で
あ
る
乙
と
は
ウ

1
レ
と
問
先
ら
な
い
か
ら
、
ウ

1
レ
の
批
評
と
の
主
複
部
介
を
避
け
て
見
て
行
か
う
。
ヴ
ュ
ス
デ
γ

ド
ェ
ル
ブ
ァ
ー
は
ハ
ン
ザ
高
等
裁
判
所
の
本
件
判
決
を
論
難
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
独
山
五
八

O
条
「
任
芯
告
知
忙
伴
う
空
荷
巡
賃
制

度
」
ゐ
旭
日
を
説
明
す
る
口
三
つ
に
介
け
て
説
い
て
い
る
。

(

a

)

而
人
は
契
約

r
忠
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
口
契
約
を
信
義
誠
実
に
版
行
す
る
こ
と
は
取
引
乃
至
は
健
全
な
る
経
済
の
基
礎
な

な
す
円
た
と
え
ば
乙

L
に
X
と
一
式
う
向
人
が
い
て
船
舶
を
二

O
万
ヲ
イ
ヒ
マ
ル
ク
で
日
い
二
時
間
後
に
右
船
舶
と
同
じ
佃
似
あ
る
川
の
胎

舶
立
ご
ニ
万
プ
イ
ヒ
マ
ル
ク
で
川
刈
入
れ
る
秘
会
を
持
っ
た
と
し
上
う
。
と
の
叫
ん
日
X
に
は
沼
一
の

m州
角
川
バ
契
約
左
利
己
的
に
解
除
す
る

限
利
は
法
作
に
上
ク
て
も
、
ま
た
裁
刊
行
に
上
っ
て
も
与
え
ら
れ
な
い
。
然
る
に
例
え
ぼ
X
が
的
舶
を
二
千
ラ
イ
ヒ
マ
ル
ク
で
侃
陥
し
た

が
、
そ
の
後
二
時
川

r
し
て

X
は
千
三
ロ
ソ
ノ
イ
ヒ
マ
ル
ク
で
別
の
船
舶
を
前
胎
し
う
る
秘
会
を
も
っ
た
場
合
に
、

X
は
独
尚
一
九
八

O
条
に

上
っ
て
お
一
の
仙
川
川
公
約
を
叶
知
す
る
収
利
が
与
え
、
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
独
向
五
八

O
条
は
侃
胎
才
の
利
誌
な
一
子
山
く
保
設
す
る
も

の
と
一
バ
う
こ
し
し
が
で
な
る
が
、
山
似
山
~h
ば
何
此
に
、
川
山
川
川
悦
什
に
だ
け
明
る
法
的
保
詑
た
与
え
る
の
で
あ
ろ
う
か

7
0

独
乙
内
法
市
奈
川
明
山
川
一
一
一
一
八
月
・
は
そ
の
山
山
し
し
し
て
、
「
間
的
品
刊
に
は
仙
川
陥
契
約
な
一
方
的
に
告
知
し
迎
灯
、
の
一
火
山
小
立
支
払
ク

て
契
約
か
ら
脱
退
す
る

'H山
主
汁
す
必
州
、
が
あ
る
n

何
此
な
ら
江
市
人
が
行
う
投
肢
を
制
限
す
る
こ
と
は
好
ま
し
く
広
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
告
知
に
際
し
迎
行
の
会
仰
の
之
払
在
的
川
行
に

W
J
A
す
る
こ
と
以
、
役
に
余
り
に
も
大
き
な
損
失
在
的
い
る
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ

る
。
独
向
法
立
尖
理
由
主
の
珂
巾
付
け
は
、
何
人
も
認
め
る
で
あ
ろ
う
如
く
、
約
定
迎
行
の
一
定
平
の
支
払
を
代
前
と
し
て
は
い
る
け
れ
，

ど
も
迎
送
人
に
対
b
て
認
め
な
い
投
問
中
げ
一
仙
川
北
に
だ
け
認
め
る
以
に
於
て
、
不
当
以
考
え
方
で
あ
る
口
惟
う
に
間

m契
約
は
お
れ
契
約

で
あ
る
か
ら
、
独
向
五
八

O
条
の
任
立
公
知
松
川
皮
の
立
訟
理
山
に
ジ
い
て
は
、
そ
の
平
行
規
定
で
あ
る
独
民
法
六
四
九
条
「
注
文
す
の

任
広
告
知
椛

ω」
の
そ
れ
在
会
的
す
る
必
嬰
が
あ
る
の
と
こ
ろ
で
独
民
法
江
主
理
山
市
は
第
二
部
五

O
三
一
九
で
、
「
注
文
朽
の
利
治
伐
に

人
的
問
係
の
変
‘
え
に
よ
る
利
誌
の
保
誌
を
乃
は
す
る
こ
と
を
一
要
す
る
」
と
一
五
い
、
こ
の
理
由
で
注
文
す
に
任
立
告
知
松
が
附
与
さ
れ
る
と

説
く
円
独
川
山
法
平
実
現
由
主
日
の
如
さ
考
取
は
術
的
者
に
対
し
て
も
全
問
的
に
長
当
ず
る
の
海
辺
の
実
際
主
見
る
に
、
即
時
に
日
刊
行
す
べ
き

問
的
契
約
が
締
結
£
れ
る
の
は
柿
で
あ
り
、
版
行
す
べ
き
時
か
ら
若
干
月
以
前
に
締
結
さ
れ
る
の
が
通
市
で
あ
る
。
例
え
ば
三
月
現
在
で

問
的
先
約
を
結
ぶ
場
介
に
は
辺
貨
は
五
月
に
運
送
す
る
も
の
と
し
て
計
算
さ
れ
る
の
が
実
的
で
あ
る
n

と
こ
ろ
が
三
円
か
ら
五
月
の
問
に

崎ず

iss
テキストボックス



y は
陥
柏
村
側
の
向
口
聞
の
事
情
や
、
山
川
巡
市
川
切
及
び
向
日
川
市
川
切
に
於
け
る
ほ
引
関
係
芥
と
し
て
の
伎

ω
地
仇
、
児
に
は
牡
外
状
ゆ
去
で
も
泊

当
に
」
変
化
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
主
た
全
部
作
川
沿
契
約
口
一
郎
仙
川
辺
約
や
何
品
川
品
川
以
一
%
約
に
日
べ
、
山
仰
の
泉
川
川
・
引
決
な
他
の
的
仙

者
乃
玉
川
送
人
と
協
調
し
て
批
准
す
る
必
史
は
な
く
、
役
独
自
の

m
A
u
t
山
川
史
的
主
介
矧
し
て
も
辺
川
一
人
以
外
の
す
に
対
し
て
は
合
知

の

μ
刊
は
及
ば
な
い
。
給
付
す
る
に
、
①
、
間
的
契
約
は
契
約
後
同
刊
行
ま
で
に
相
ヨ
.
た
い
川
川
J

佳
作
一
九
九
そ
の
川
に
刊
日
刊
の
い
仏
仙
の
が
べ
劫

が
あ
る
こ
と
、
及
び
@
、
全
部
飾
的
才
に
は
積
荷
の
来
何
・
引
波
乃
至
は
合
知
の
点
で
他
人
し
し
山
川
一
が
な
い
こ
と
、
の
此
に
仙
川
川
汗
に
任

汁
一
台
知
程
在
附
与
し
、
彼
の
間
以
夫
主
防
止
せ
し
め
る
者
取
が
必
要
で
あ
る
の
み
な
ら
い
す
、
そ
の
一
一
心
瓜
が
行
は
れ
て
ん
し
ん
~
支
え
た
い
。
こ
れ
が

独
内
五
八

O
条

の

出

回

け

の

沼

一

点

し

し

式

え

上

う

。

。

ヴ
ー
で
ソ
γ
ド
L

ル

ゾ

ァ

1
の
、
右
の
品
川
主
半
廿
凶
に
約
一
討
す
る
な
ら
ば
、
独
内
五
八

O
条
(
従
っ
て
け
木
内
法
七
川
五
条
)
の
趣

凶
け
の
川
一
口
、
げ
川
川
い
け
に
対
し
白
川
一
的
・
利
己
的

K
川
以
内
汗
一
一
河
川
す
こ
と
に
お
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
仙
川
北
口
の
川
夫
在
泊
料
的
に
防
止

し
す
る
し
し
じ
、
す
中
川
山
山
刀
間
的
才
の
利
誌
な
泊
判
的
に
似
出
す
る
こ
し
し
に
あ
る
と
云
え
上
う
の

(
b
)
己
て
(
山
)
の
刈
山
に
上
う
て
、
山
川
行
が
目
点
什
古
河
内
川
主
与
え
ら
れ
た
こ
と
及
び
そ
の
行
使
に
除
し
て
こ
れ
を
川
町
し
て
は

に
ん
小
川
い
こ
し
し
主
切
る
こ
と
が
で
f
~

る
。
組
い
い
に
山
伏
山
の
た
め
に
で
は
な
く
、
正
当
な
主
出
が
存
す
る
勾
ん
H

に
限
っ
て
そ
の
行
伎
が
丘
さ

れ
る
n

モ
「
一
で
独
ぃ
川
村
一
八

O
条

μ
、.止

3
7ハ
、
日
山
が
が
す
る
吋
九
日
に
限
っ
て
任
江
台
知
が
行
わ
れ
る
上
う
に
、
行
わ
る
べ
き
任
江
台
知
主

仰
川

-
M仰
す
る
岳
山
に
で
に
n

仙
川

η
に
出
約
令
(
同

2
m忠
弘
)
し
し
し
て
単
一
川
河
貨
の
支
払
一
一
一
日
一
げ
左
却
し
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
n

(

C

)

い
し
こ
ろ
で
仙
川

η
が
什
加
に
つ
-
な
心
川
的
抑
制
在
一
党
け
る
必
一
叫
が
あ
る
と
一
式
ふ
嬰
訪
の
故
に
、
間
的
立
が
山
信
仰
辺
竹
一
の
支
払
誌

九
日
な
れ
う
の
で
あ
れ
日
、
小
川
1

何
日
付
U
一
日
必
L
T
し
も
公
知
在
受
け
た
比
一
送
人
に
対
し
之
払
わ
什
け
る
べ
さ
田
山
口
氏
い
円
何
故
、
述
送
人
に
対

し
て
之
払
わ
れ
な
け
れ
ば
い
比
九
九
ん
い
か
、
，
M
一
一
川
す
れ
ば
、
何
故
、
注
送

λ
が
空
仰
い
地
貸
出
求
権
主
持
つ
の
か
。
そ
れ
は
北
口
知
に
上
っ
て
発

生
す
る
川
山
川
け
を
つ
品
る
北
は
山
止
法
人
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
の

運
送
人
の
茨
る
損
告
の
は
川
似
と
し
て
山
白
川
辺
廿
、
を
支
払
う
の
で
あ
れ
ば
、
什
パ
体
的
事
件
の
一
部
皮
勾
に
そ
の
九
休
的
川
川
市
一
日
制
が
算
定
己
れ

げ
叫
ん
辺
倒
だ
け
の
山
古
川
辺
訂
、
が
支
払
わ
る
べ
己
も
の
と
な
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
や
ノ
独
向
.1
八
O
A
A
は
約
定
迎
仕
の
中
刻
を
も
っ
て
担
河
辺

伐
の
初
し
し
し
て
法
定
し
て
い
る
円
山
川
古
河
川
地
竹
、
の
相
在
法
定
す
る
の
は
何
故
で
あ
ん
う
か

7
円

仰
船
契
約
の
任
芯
告
知
に
伴
う
平
副
一
辺
氏
制
皮

一-
1. 

/¥  
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経
白
と
げ
川
刷
出

一一六

山
川
沿
央
約
の
一
台
知
が
な
J
G
れ
た
夫
え
れ
の
場
合
、
運
送
人
が
蒙
る
共
体
的
損
害
舗
は
、
れ
一
品
は
約
定
泌
氏
の
半
刻
よ
り
少
額
な
こ
と
或
は

多
街
中
は
こ
と
或
は
全
然
抗
告
が
な
い
こ
と
等
色
ペ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
共
体
的
損
害
は
ケ

1
ス
・
パ
イ
・
ヶ

l
ス
に
立
定
さ
れ
る
こ
と
に

止
る
が
、
そ
の
川
川
市
一
日
の
有
無
及
び
伺
に
つ
い
て
は
立
討
が
悶
雄
で
あ
り
、
往
々
に
し
て
迩
送
人
・
仰
胎
者
間
の
紛
争
と
な
り
、
そ
れ
は
迅

法
川
氏
九
江
主
花
い
し
す
る
向
取
引

r
と
っ
て
は
好
去
し
い
こ
と
で
な
い
の
お
こ
の
た
め
包
仰
い
山
氏
に
上
る
間
前
、
は
日
々
の
札
パ
休
的
羽
生
口
を
平
均

し
た
U
i
幻
的
以
引
の
賠
償
』
で
あ
る
こ
と
で
廿
ん
や
る
外
は
な
い
。
一
八
五
七
年
の
ブ
ロ
イ
七
シ
向
山
ぷ
川
市
四
由
主
二
六
一
頁
は
空
位
述

山
川
止
法
え
し
に
理
由
と
し
て
「
述
送
人
が
弐
っ
た
以
告
に
つ
い
て
町
民
の
次
い
M
M
勺
J
t
M
け
ろ
た
め
い
と
バ
心
し
て
い
る
が
独
乙
出
法
平

沼
山
山
山
口
一
二
四
九
一
九
に
こ
の
理
由
を
川
元
し
て
「
川
仰
な
山
江
什
一
川
一
昨
一
し
、
市
川
μ

什
の
仰
い
切
川
一
辿
以
川
決
立
は
か
る
こ
と
を
陸
回
日
と
す

る
」
ど
述
べ
て
い
る
円
だ
か
ら
宮
川
川
氏
判
決
定
の
肱
円
以
紛
争
乃
荒
川
A
M
J
J
U
7
γ

防
す
る
こ
と
に
あ
る
(
予
防
的
的
加
の
附
与
)
。

八
ン
リ
…
仙
沼
北
川
一
川
の
木
件
川
決
は
独
~
川
五
八

O
条
の
一
γ
防
的
民
的
汗
-
M
…
川
し
て
い
る
n

ウ

1
レ
も
述
べ
て
い
る
様
に
、
木
件
川
決
は

mmMHω
印
円
以
公
川
院
の
行
的
凡
な
.
小
川
ぺ
に

11HH2ん
ら
し
め
る
ば
か
り
で
山
く
、
仙
川
村
川
在
し
て
事
件
和
一
丸
刊
所
に
持
込
ん
だ
な
ら
ば
或
は

川
何
日
山
判
が
一
バ
州
、
三
れ
る
か
7
h

知
れ
山
い
し
し

a

子
ハ
ノ
円
心
な
い
に
か
し
め
る
こ
し
し
-k
二
へ
り
、
従
ら
に
訴
訟
へ
の
途
を
叩
く
結
果
を
も
た
ら

し
て
い
る
円
凡
そ
紛
争
の
仰
決
に
は
円
作
的
山
大

vim-け
い
己
る
こ
し
し
乍
九
一
般
的
少
、
山
一
丸
山
を
も
考
ほ
し
、
む
し
ろ
両
者
の
対
立
左
前
怒
し
て

保
利
の
れ
市
住
を
招
米
せ
し
め
る
こ
と
が
行
川
で
あ
り
心
円
・
本
・
川
氏
以
H
パ
休
的
火
当
性
に
の
み
一
本
仕
し
て
い
る
憾
が
あ
る
。

古川刊

5.t回
同

3
8『
「
巾
♂
ロ
ゲ

N
ロE
P「円円
H2]64P5「
口
口
}
H
F

出
2
E
h
O
N
3
3
・

K
戸

u
J・
H

。
。
ロ
・

註
叫
独
立
民
注
昨
日
六
四
九
条
一
刊
か
〈
汗
い
仕
引
の
ん
川
成
立
℃
何
川
で
も
引
一
約
な
作
知
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
註
文
者
の
台
知
が
ら
っ
た
時
以
市
負
人
仏

約
定
の
報
酬
を
泊
ボ
す
る
と
と
が
山
れ
る
口
れ
し
川
れ
人
は
収
、
約
の
山
川
に
よ
h
白
川
そ
節
約
し
又
は
自
己
の
労
倒
力
を
他
に
用
ひ
た
と
と
に

よ
っ
て
、
取
得
若
く
は
故
む
に
一
以
引
な
立
り
た
づ
む
も
の
止
力
引
く
と
と

rw-す
る
。

以
上
、

(

a

)

、
(

b

)

、
(

C

)

、
に
於
て
紹
介
し
た
様
に
ヴ
ュ
ス
テ
シ
ド

L

ル
ブ
ァ
ー
は
、
当
時
の
(
現
花
で
も
変
り
は
た
い
が
)
ド
イ

ツ
の
法
休
釆
の
下
で
、
直
援
に
は
討
負
契
約
法
、
独
市
五
八

O
条
及
び
独
市
法
草
実
理
由
市
一
一
川
応
悲
い
て
、
独
向
五
八

O
条
の
立
法
趣
旨
在

説
明
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
肉
体
正
当
で
あ
る
。
筆
者
は
何
ら
の
具
論
を
持
た
な
い
口
し
か
し
、
ヴ
ュ
ス
テ
シ
ド
エ
ル
プ
ァ
ー
が
独

自
五
八

O
条
の
立
法
昭
旨
に
基
い
て
本
件
刊
決
を
非
難
し
て
い
る
の
忙
は
賛
成
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
ば
ウ

1
レ
が
そ
う
で
あ
っ
た
や
う

し

iss
テキストボックス



、r

.， 
h 

ソ
ベ
ナ

γ
ド
ー
ル
フ
ァ

l
も
.
本
件
の
台
知
を
独
向
五
八

O
条
の
告
知
一
に
と
巧
え
て
い
る
乙
と
で
あ
る
口
ヴ
ュ
ス
テ
シ
ド
ェ
ル

ー
の
独
山
五
八

O
条
の
立
法
性
げ
に
閲
す
る
説
明
は
会
と
し
し
に
見
事
で
あ
る
が
、
伎
の
本
件
川
決
批
汗
は
ピ
ン
ト
を
外
し
て
い
る
円

以
上
本
引
で
は
ウ
I
レ
及
ヴ
ュ
ス
テ
ン
ド
ェ
ル
ブ
ァ

1
の
説
明
な
純
介
し
つ

L
独
乙
内
法
活
五
八

O
条
の
制
作
付
迎
行
一
制
度
の
趣
回
日
を
説

明
し
た
が
、
そ
れ
は
そ
の
主
-L

、
日
本
商
法
及
び
フ
ラ
ン
ス
向
法
に
於
け
る
空
待
辺
竹
一
制
度
の
肱
げ
と
し
て
山
小
ず
る
の
。
来
者
は
、
は

し
が
ご
、
に
ド
、
て
「
仙
川
町
汗
が
印
立
告
知
権
を
行
使
す
る
に
は
信
義
則
に
従
っ
て
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
や
、
注
送
人
の
損
失
に
於
て
利

代
ず
み
が
川
司
ば
任
ぷ
台
知
椛
の
行
使
に
出
て
は
、
な
ら
な
い
」
し
し
寸
心
し
て
沿
い
た
が
、
空
何
山
地
位
制
度
の
湿
り
け
と
し
て
説
明
し
た
(

a

)

九
日
(
b
)
丘
町
併
す
る
な
ら
仰
い
、
事
理
は
自
ら
明
白
に
な
(γ

て
来
る
こ
と
が
知
れ
上
う
。

市
山
川

W

円
本
同
一
日
第
七
四
工
川
一
条
第
一
項
、
フ
ラ
ン
ス
商
法
第
二
人
入
条
昨
日
コ
一
項
参
照

ア IC
y 、

ヴ
、:1..

一
、
宗
一
荷
運
賃
制
度
の
将
来

へ
川
一
引
に
於
て
た
陸
法
系
の
空
荷
運
賃
制
度
の
趣
旨
を
把
挺
す
る
己
、
ど
が
で
さ
た
が
、
次
に
は
克
忙
前
掲
事
件
の
如
き
場
合
忙
於
て
将
来

の
日
本
海
向
法
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

7
、
従
来
の
た
陸
法
系
の
尚
一

L

河
辺
位
制
度
で
一
五
件
宇
一
例
決
し
て
果
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
?
、
の

叶
凶
が
登
場
す
る
円

光
づ
英
米
泌
訟
を
見
る
に
、
乙

L

で
は
大
陸
法
系
の
空
待
述
竹
、
川
町
と
は
対
照
的
忙
川
た
っ
た
制
度
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
英

米
一
川
法
は
刊
日
に
似
す
る
も
の
を
持
つ
。
英
米
海
法
で
は
、
山
始
者
に
上
る
任
ぷ
九
日
知
を
認
め
な
い
口
マ
ク
ラ
ク
ラ
シ
忙
よ
れ
ば
、
術
品

去
は
山
一
法
忙
且
づ
仰
仙
の
目
的
に
迎
合
す
る
や
う
忙
防
的
契
約
を
い
刊
行
す
る
玲
践
の
を
行
、
う
の
で
あ
づ
て
、
的
始
者
及
び
運
送
人
の
合
立

忙
上
る
解
約
た
ら
ぼ
絡
別
、
的
治
品
引
が
一
方
的

K
M約
す
る
乙
L

し
は
で
き
な
い

ω、
と
さ
れ
て
い
る
口
そ
こ
で
前
川
何
事
件
に
於
け
る
侃
胎

者
の
告
知
は
、
英
米
法
に
於
て
は
契
約
九
山
氏
と
し
て
取
扱
わ
れ
術
的
者
に
迎
送
人
が
変
っ
た
共
休
的
損
害
を
賠
償
す
べ
き
義
務
を
認
じ
て

い
る
例
。
乙
れ
を
一
要
す
る

K
英
米
法
で
は
、
術
船
者
の
任
立
台
知
抑
制
を
認
め
や
、
開
始
契
約
が
一
代
行
せ
ら
れ
な
い
時
は
契
約
違
反
と
じ
て

運
送
人
の
交
っ
た
具
体
的
ね
害
相
を
賠
償
せ
し
め
る
建
前
を
と
る
の
英
米
法
上
山

gq
同
月
日
間
宮
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
右
の
賠
償
金
を
立

ド
h
-
'
3
1
J
口

川
寸
之
川
γ

的
船
契
約
の
任
意
告
知
に
伴
う
烈
荷
法
一
貫
制
度

一一六
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聞
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円
以
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コ
仏
国
己
え
円
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包
古

m
Z
ω
F
m門

Y
)
・k

r
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円
い
】
印
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Z
R
F
o
r
-
Dロ
w
P
E
-
-
H
Y
U
O
R
U
m
m四
月
ご
の
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2
H，P
司

HUMw
ア
岳
山
1
ぉ。

ふ
仇
に
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ピ
ヤ
諸
囚
の
海
法
(ωoyJ40仏
ωロ
目
。
ω
?
口
山
口
。
巳
R
r
H
S
J
J
Z
R
J
J
ι
…ぬ

g
s
ω
∞w
司百一
ω
え
忌
ωゆ
)
は
仰
給
契
約
の

合
知
勾
に
述
送
人
の
交
っ
た
損
害
何
刊
を
以
内
心
し
、
九
休
的
川
内
相
在
的
的
行
に
賠
償
せ
し
め
る
ο
人
カ

γ
ヂ
ナ
ピ
ヤ
花
岡
は
現
行
海
法
前
の

・
旧
小
川
法
に
供
、
て
、
た
除
法
怖
の
照
的
刈
法
主
主
必
の
刈
一
ー
何
一
地
白
川
民
主
一
以
川
し
て
い
た

ω。
で
は
何
故
ス
カ
γ
チ
ナ
ピ
ヤ
祁
閃
が
札
ハ
休
的

川
州
市
比
一
一
府
川
川
制
皮
へ
と
転
抗
し
た
か
の
こ
の
開
山
に
つ
い
て
、
ノ

1
ル
ウ
エ

1
代
去
の
海
法
改
区
委
員
の
恨
台
北
川
ゅ
は
次
の
如
く
説
明
す
る
。

「
町
行
制
皮
(
賠
償
制
法
定
主
夫
の
岱
仰
い
止
竹
、
川
町

l
川
'
川
法
)
は
い
市
へ
川
比
も
の
で
伝
い
。
@
、
現
行
制
度
で
は
辺
竹
、
市
川
仙
の
上
・
下

京
一
助

rか
'L

わ
ら
や
迎
送
人
は
仰

m契
約
に
拘
京
せ
ら
れ
、

r-
れ
た
川
刊
行
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
陀
バ
し
、
仙
川
す
は
法
定
烈
の
空
河

辺
官
、
の
支
払
の
下
に
師
胎
契
約
在
任
立
に
合
知
す
る
と
止
が
守
、
円
る
わ
仙
川
小
什
は
い
出
た
人
の
川
小
一
へ
に
於
て
利
己
的
庁
、
投
川
町
在
行
う
と
し
し
が

注
さ
れ
て
い
る
と
一
民
え
上
う
。
現
行
制
度
は
明
か
に
不
向
子
氏
川
町
で

b
h
b
.
公
誌
の
川
点
か
ら
も
弁
泌
さ
れ
え
た
い
。
ま
た
@
、
英
米

法
、
及
び
オ
ヲ
シ
ダ
法
に
於
て
も
承
認
さ
れ
て
い
る
上
う
に
川
川
将
日
仙
川
犯
約
に
主
だ
辺
ポ
一
人
を
し
て
迎
送
行
為
を
い
同
行
さ
ぜ
運
行
、
を

佐
件
さ
せ
る
た
め
に
運
送
品
を
運
送
人
に
引
波
す
花
一
げ
を
れ
う
て
い
同
心
円
間
的
汗
の
川
一
送
品
引
波
義
務
は
、
辺
白
支
払
者
一
時
し
し
は
悦
慢
を

共
に
し
、
的
制
可
能
な
履
行
設
誌
で
は
な
く
、
協
同
誌
訪
の
性
伐
を
山
ク
n

川

mm什
が
巡
送
口
m
引
波
誌
務
を
任
立
に
版
行
し
な
い
し
ι
き
は

辺
送
人
は
運
送
行
為
を
遂
行
す
る
を
え
や
、
従
っ
て
代
似
た
る
迎
竹
一
を
件
一
川
付
す
る
を
え
な
い
口
乙
の
放
に
、
間

m汗
が
そ
の
疋
法
口
m
引
波

義
務
を
任
立
に
同
刊
行
し
な
い
時
、
佑
始
点
引
は
迎
送
人
の
沖
米
う
た
ね
告
を
賠
償
す
る
支
任
左
負
う
と
止
が
必
要
一
去
な
る
。
更
に
、
今
、
現
行
の

空
河
辺
貨
に
閲
す
る
規
定
は
任
意
規
定
で
あ
る
か
ら
一
、
宍
際
に
於
て
は
附
給
契
約
刊
に
特
別
条
項
を
折
入
し
て
右
の
規
定
を
排
除
す
る
と

と
が
多
い
口
そ
の
特
別
条
項
と
は
リ
知
的
者
は
立
討
せ
ム
れ
た
損
害
に
つ
い
て
だ
け
損
害
賠
償
の
責
任
を
れ
ろ
d
?
と
云
う
条
項
で
あ
る
o」

ノ

1
ル
ウ
エ

1
代
表
の
委
只
は
、
海
法
改
7
1
委
員
会
に
於
て
、
と
の
工
う
た
発
一
一
一
一
い
を
行
っ
て
、
僻
船
者
の
任
立
告
知
格
及
び
空
荷
運
賃
制

k 
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〆

1 

、

度
を
ほ
山
止
し
契
約
述
反
花
作
法
く
損
得
賠
償
制
度
を
一
概
用
す
べ
き
と
と
を
提
案
し
た
が
、
〈
カ

γ
ヂ
ナ
ピ
ヤ
の
他
の
同
々
の
代
表
が
と
の
抗

突
に
脱
色
を
示
し
、
遂
忙
現
行
海
法
第
二
二
一
条
の
如
く
、
怖
始
者
に
任
立
告
知
権
を
与
ヘ
ク
t
A

、
而
か
も
仰
船
点
引
に
運
送
人
が
蒙
っ
た

刊
一
ハ
休
的
以
'mu.
一
一
の
実
際
相
を
賠
償
せ
し
め
る
立
場
を
採
用
す
る
に
至
っ
た
。

品川

w
p自
己

5
4仲

間

O
Z
F
2
8
Z
O
(
5
2
1
5
3
)
w
k
rス
・
足
。

山

ω
づ

-dME品。吋「
2
・
p

・p
・
c・
国
自
国
間
の
N
・・.ザ・

5
u
・

以
上
の
L

〆
一
乙
ろ
で
は
、
現
在
各
国
に
於
て
は
、
犬
陸
法
系
の
任
立
告
知
に
伴
う
宅
一
荷
運
賃
制
度
の
外

K
、
英
米
・
法
系
の
任
意
告
知
格
た

三
児
休
的
損
害
賠
償
制
度
及
び
ス
カ

γ
ヂ
ナ
ピ
ヤ
諮
問
の
任
立
告
知
権
を
認
め
つ
t
A

而
か
も
具
体
的
損
害
賠
償
を
認
め
る
制
度
の
三
種
類

が
行
わ
れ
て
い
る
乙
と
を
知
る
と
と
が
で
き
た
。
で
は
我
日
本
は
従
前
通
り
大
陸
法
系
の
制
度
を
存
続
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
し
ι
も

他
の
両
者
の
何
れ
か
を
採
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
?
。

治
一
に
何
れ
の
制
度
が
僻
始
者
の
投
機
心
を
抑
制
す
る
か
と
云
う
点
在
見
工
う
。
犬
限
法
系
で
は
発
杭
前
の
任
意
告
知
に
は
約
定
運
賃

の
半
額
を
支
払
う
と
云
う
負
担
が
伴
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
限
り
に
於
て
術
始
者
の
投
機
心
を
抑
制
す
作
用
を
持
つ
。
そ
れ
故
ノ
1
ル
ウ

エ

1
代
表
委
員
が
述
べ
た
「
大
陸
法
系
の
任
意
告
知
制
度
は
辺
送
人
の
以
夫
に
於
て
侃
船
者
に
投
械
を
詐
す
」
も
の
だ
と
一
五
う
非
難
は
、

そ
っ
く
り
そ
の
ま
L

、
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ピ
ヤ
法
や
英
米
法
の
制
度
に
対
し
返
上
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
口
乙
の
理
由
を
詳
言
す
れ
ば
、
賠

償
制
を
法
定
せ
や
具
体
的
損
害
を
賠
償
せ
し
め
る
立
場
で
は
、
却
っ
て
賠
償
支
払
の
立
思
の
な
い
傭
船
者
を
し
て
寸
訴
訟
を
起
し
た
伝
ら

ば、

hw引
は
刊
少
額
の
賠
償
に
ま
で
沼
ぎ
ク
け
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
か
或
は
「
運
送
人
の
側
が
訴
訟
を
嫌
っ
て
少
額
の
賠
償
で
示
談
K
応

ゃ
る
か
も
知
れ
江
い
」
と
か
一
五
う
野
心
を
懐
か
し
め
、
従
っ
て
投
機
行
為
に
い
で
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
と
う
し
て
投
機
心
の
抑
制
と
云

ふ
点
に
於
て
大
限
法
ポ
の
制
度
が
限
れ
て
い
る
。

第
二
に
英
米
法
及
び
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ピ
ヤ
法
の
制
度
で
は
共
休
的
事
件
に
於
て
必
要
且
つ
充
瓜
り
な
損
害
賠
償
相
を
裁
判
忙
よ
っ
て
確
定
す

る
乙
と
が
で
き
る
の
で
共
休
的
妥
当
性
の
点
で
侵
れ
る
乙
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
兵
休
的
妥
当
性
と
て
も
、
し
か
く
強
調
す
る
と
と
は
出

来
な
い
。
蓋
し
損
害
賠
償
訴
訟
忙
於
て
損
害
の
有
無
及
び
額
を
争
う
場
合
何
れ
の
当
事
者
が
よ
り
椋
速
な
弁
護
士
に
依
頼
し
た
か
、
或
は
、

た
ま
た
ま
極
め
手
の
証
拠
を
終
件
じ
た
か
等
の
偶
然
の
事
由
忙
上
っ
て
勝
敗
や
賠
償
額
、
が
さ
ま
づ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
具
体
的
妥

、、

佑
船
契
約
の
任
意
告
知
に
伴
う
空
荷
運
賃
制
度

二
六
五
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経

白

と

経

済

一
一
六
六

当
性
は
強
調
し
過
ぎ
て
は
反
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
一
般
的
安
定
住
と
の
按
配
、
調
整
を
必
要
と
す
る
。
大
陸
法
系
の
空
荷
運
賃
制
度
は
前

述
の
工
う

K
紛
争
の
予
防
的
機
能
を
有
す
る
の
で
、
具
体
的
妥
当
性
及
び
一
般
的
安
定
住
の
対
立
を
よ
く
調
朴
位
す
る
も
の
と
一
氏
え
上
う
。

筆
者
は
第
二
点
忙
於
て
も
犬
陪
法
系
の
制
度
が
侭
れ
て
い
る
ど
考
え
る
。

沼
一
及
び
沼
二
点
の
品
明
か
ら
、
日
本
海
向
法
は
依
然
と
し
て
従
前
通
り
任
立
告
知

K
伴
う
怨
荷
迎
代
制
度
を
存
続
す
べ
き
と
'
ど
が
判

川
し
た
町
川
っ
て
倣
う
に
北
川
で
も
近
時
、
仰
川
山
者
の
述
決
一
け
川
引
波
を
潟
市
L
L
見
る
泌
が
有
力
に
な
っ
て
米
た
と
去
周
知
の
如
く
で
あ
る

が、

f
一
の
辺
市
一
品
川
兆
一
六
九
け
は
迎
注
品
川
川
波
山
山
水
抑
制
に
対
向
す
る
花
臼
む
お
る
か
ら
、
注
注
品
川
渋
滞
九
日
を
認
め
る
法
理
論
乃
至
は
法
制

の
下
に
ぬ
て
陥
m
M
H
K
前
利
た
る
任
以
介
知
仰
が
局
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
い
さ
入
か
山
川
・
氏
、
.1~
花
川
村
な
い
円
独
乙
の
刊
一
説
仰
や
日
本
の
判

例

ω
の
如
く
述
送
人
の
川
一
送
品
川
波
川
水
杭
な
羽
山
し
、
川
一
辺
品
川
波
な
仙
川
朽
の
椛
利
行
為
h
見
る
立
川
切
で
は
任
立
ム
口
知
権
を
認
め
た

と
し
て
も
任
立
合
知
阪
の
行
ば
忙
上
り
的
的
ガ
が
山
杭
才
川
町
山
に
陥
る
ど
し
て
取
扱
え
ば
足
り
る
。
，
K
山
一
位
什
山
川
の
効
mず
し
し
て
は
、
信

淀
川
に
芯
一
色
契
約
の
本
旨
に
従
っ
て
注
叫
町
百
川
を
引
波
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
的
始
者
に
支
任
を
問
い
、
従
っ
て
術
的
才
に
空
河
辺
貨

の
支
払
一
点
一
坊
を
附
諒
す
れ
ば
問
問
は
解
決
す
る
。
し
か
し
述
送
u
m
引
波
詰
求
杭
に
対
向
し
た
運
送
口
m
引
波
浪
一
坊
を
附
認
す
る
立
場
で
は
、

し
か
く
問
中
に
仙
船
者
に
任
意
告
知
格
を
附
与
す
る
わ
け

K
行
か
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
何
故
な
ら
ば
迩
送
口
川
引
波
義
務
を
負
う
侃
船
者

が
任
立
告
知
格
を
持
っ
と
一
氏
う
己
と
は
一
見
矛
府
の
上
う
忙
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
日
と
こ
ろ
が
、
運
送
品
引
渡
義
務
と
雌
も
運
送
口
問

の
的
民
忙
つ
い
て
の
協
力
義
務
っ
て
向
山
内
三
件
ロ
ロ
悶

6
2一
の
宮
)
で
あ
り
旺
扱
且
つ
強
制
可
能
友
同
行
義
務
で
は
な
い
口
す
な
わ
ち
契
約
内
容

を
そ
の
主
L
実
現
す
べ
き
義
務
で
は
た
く
て
、
窮
極
の
と
と
ろ
契
約
内
存
在
同
刊
行
し
た
と
同
一
の
効
果
を
実
現
せ
し
め
る
べ
き
義
務
で
あ

る
。
だ
か
ら
運
送
品
引
渡
義
務
と
は
一
氏
う
て
も
、
必
や
運
送
付
m
を
引
波
さ
な
く
て
は
述
送
人
の
契
約
上
の
利
誌
が
実
現
さ
れ
な
い
と
云
う

の
で
は
な
い
。
運
送
品
の
引
渡
自
体
は
行
わ
れ
中
広
く
て
も
運
送
人
に
既
約
の
契
約
の
利
誌
を
実
現
せ
し
め
る
た
ら
ば
、
そ
の
目
的
は
達
成

さ
れ
る
の
で
あ
る
口
と
の
考
え
方
は
、
「
運
送
行
為
は
運
送
業
の
目
的
で
は
た
く
営
利
目
的
の
た
め
の
子
段

ε
あ
る
」
と
考
え
る
商
人
'

の
観
念
正
も
一
致
す
る
。
仲
川
船
者
の
運
送
口
m
引
波
義
務
を
布
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
作
川
船
者
に
任
意
告
知
権
を
与
え
て
も
、
既
約
の

作
川
船
契
約
上
の
利
花
を
小
笠
荷
運
賃
で
保
証
す
る
限
り
主
支
え
な
い
と
一
氏
う
論
理
が
推
理
さ
れ
上
う
。
た
ど
と
の
場
合
空
荷
運
賃
の
額
、
は
、

一
般

r紛
争
を
予
防
す
る
目
的
の
た
め
に
、
法
定
相
ど
し
た
主
で
の
と
と
で
あ
る
。

F 

iss
テキストボックス



~ 
~tt 
(1) 

匂

J
J
‘
戸
官
官
D
(凶円以吋「
2

・
P
・
P
・
O
・
3

y

H
叶

C
3
2
r
u
B唱
口

忠

仏

g
z
o
r
o
∞巾巾『
m
o
Z
(
ロv
N
H
)
咽

同

日

V
H
m
・
ω吋
】

U
H
ν

弓匂
gyo-gw
同
P
ロ
仏
「
ロ
O
H
H

円
山

2

m

巾0
・

円
。
口
H
H
守
困
(
]
戸
市
V
H
∞
)
戸
品
。
。
・

東
京
高
判
(
昭
五
・
五
・
三

O
)

註
仰

四

tr 

す

'()¥ 

以
上
述
べ
て
来
た
と
乙
ろ
を
約
言
す
る
な
ら
ば
、
我
向
法
げ
れ
於
て
は
、
①
、
立
法
政
策
的
に
「
防
給
契
約
の
任
立
告
知
に
伴
う
法
定
額

主
義
の
空
待
辺
住
制
度
」
を
将
来
も
存
治
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
り
、
ま
た
、
@
、
そ
の
制
度
は
我
法
体
系
乃
至
は
新
し
く
箆
頭
し
た
法

理
論
と
も
矛
尻
し
な
い
か
ら
存
続
し
て
主
だ
え
伝
い
、
と
云
う
結
論
と
な
る
口

作
っ
て
同
際
一
刈
法
委
員
会

K
よ
っ
て
中
印
式
」
れ
た
ロ
シ
ド

γ
辺
氏
一
法
栄
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
前
後
に
色
え
と
問
題
に
な
っ
た
が
、

ロ
ン
ド
シ
辺
氏
訟
の
求
で
は
大
陸
法
系
の
制
度
が
探
川
さ
れ
て
い
た
し
、
英
同
代
夫
の
長
員
も
亦
当
時
こ
の
法
案
に
賛
成
し
て
い
た
仰
の
こ

の
こ
と
は
大
防
法
釆
の
「
任
意
告
知

r伴
う
山
信
仰
迎
位
制
度
」
が
英
米
訟
や
ス
カ

γ
ヂ
ナ
ピ
ヤ
法
に
侍
っ
て
い
る
こ
と
を
事
宍
を
以
ク
て

刊
明
す
る
も
の
と
み
て
間
違
な
か
ろ
う
口

註
川
刊
当
官
古

E
O門

町
四
円

w

P

・P
・O
-
出
自
治
O
N
-
-
J
・口∞・

佑
船
契
約
の
任
九
日
山
台
知
に
伴
う
空
荷
運
賃
制
度
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